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平成２９年度第１回東京都地方独立行政法人評価委員会 

高齢者医療・研究分科会議事録 

 

●日時  平成２９年５月２４日（水曜日）午後３時から午後５時 

●場所  都庁第一本庁舎 ２５階 １０９会議室 

●出席者 矢﨑分科会長、藍委員、猪口委員、大橋委員、永山委員 

●審議事項 

１．地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第二期中期目標期間終了時にお

ける組織・業務全般の検討について 

２．地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 第三期中期目標（案）について 

●その他 

今後のスケジュール 

 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 それでは、時間となりましたので、平成２９年

度第１回の東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会を開催いた

します。 

  本日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。事務局を

担当しております施設計画担当課長の諸星でございます。議事に入るまでの間、進

行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  着座にて失礼いたします。 

  まず、会議に先立ちまして、４月の東京都の人事異動によりまして、福祉保健局

施設調整担当部長がかわりましたので、部長の稲葉より一言ご挨拶を申し上げます。 

○高齢社会対策部施設調整担当部長 ４月１日付で、前任の村田にかわりまして着任

いたしました施設調整担当部長の稲葉でございます。 

  委員の皆様には、お忙しい中、本分科会にご参加いただきましてまことにありが

とうございます。おかげさまで、東京都の健康長寿医療センターも独立行政法人化

しましてから８年目を迎えまして、平成２５年度から２９年度までの第二期中期目

標期間も最終年度を迎えることになりました。これまで、今期の目標達成に向けま

して、病院部門においては、重点医療をはじめとして最新の医療機器や高度な技術

を活用しまして、高齢者の特性に配慮した低侵襲な医療を提供しますとともに、急

性期医療機関としての役割を担うなど、地域におきましても、高齢者を支える社会

の構築に貢献してまいりました。 

  また、研究部門におきましては、病院と研究所を一体的に運営するというセンタ

ーの特徴を活かしまして、臨床応用や実用化につながる研究を進め、その成果の社

会還元に努めております。 
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  本日は、第二期中期目標期間の最終年度に当たりまして、中期目標期間の終了時

におけます組織・業務全般の検討をいただきますとともに、平成３０年度から始ま

ります次期中期目標期間における第三期中期目標（案）等をあわせてご検討・ご審

議いただきます。法人運営のより一層の充実・強化に向けまして、委員の皆様方は、

それぞれの立場から忌憚のないご意見をいただければと思ってございますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 続きまして、お手元の委員名簿のほうをご覧い

ただきたいと思います。委員名簿の順に沿いまして、委員のご紹介をさせていただ

きます。 

  国際医療福祉大学総長の矢﨑義雄分科会長でございます。 

○矢﨑分科会長 よろしくお願いいたします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 分科会長におきましては、評価委員会の委員長

にもご就任いただいております。 

  東京医科歯科大学医学部附属病院保険医療管理部教授、東京医科歯科大学大学院

教授の藍真澄委員でございます。 

○藍委員 藍でございます。よろしくお願いします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 東京都医師会副会長の猪口正孝委員でございま

す。 

○猪口委員 猪口です。よろしくお願いします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 大橋裕子公認会計士事務所所長の大橋裕子委員

でございます。 

○大橋委員 大橋でございます。よろしくお願いいたします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 庄子委員が、人事異動に伴いまして昨年度末を

持ちまして退任されましたので、今年度から新たに委員に就任いただきました、毎

日新聞社編集委員、永山悦子委員でございます。 

○永山委員 よろしくお願いいたします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 高齢者医療・研究分科会につきましては、東京

都地方独立行政法人の評価委員会運営要綱第２条に基づきまして、原則公開となっ

ております。本日は、部会の傍聴者はありませんけれども、東京都地方独立行政法

人の評価委員会運営要綱第４条に基づきまして、議事録等につきましては、後日、

福祉保健局のホームページで公開させていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  続きまして、本日、配付しております資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。 

  まずは、１枚目が次第でございます。 

  資料１としまして、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第三期中期
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目標・中期計画作成の流れでございます。 

  資料２としまして、第二期中期目標期間終了時における組織・業務全般の検討に

ついて（案）の概要でございます。 

  資料３としまして、ただいまの業務全般の検討について（案）の本文でございま

す。 

  続きまして、資料４としまして、第三期の中期目標（案）の概要でございます。 

  資料５としまして、第三期中期目標の案文、全文でございます。 

  また、資料６としまして、高齢者医療・研究分科会のスケジュールの予定を示し

たものでございます。 

  また、参考資料としまして条例等、基本的なものをつけております。 

  資料はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 ありがとうございます。 

  それでは、これからの議事につきましては、矢﨑分科会長のほうにお願いいたし

ます。 

○矢﨑分科会長 皆様、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございまし

た。 

  本日の審議事項は２点ありまして、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センタ

ーの第二期の中期目標期間が終了しますので、組織・業務全般の検討についてとい

うことでございます。２番目が、来年度から始まる第三期中期目標について、ご審

議をいただきたいと思います。 

  それでは、審議事項の（１）の組織・業務全般の検討につきまして、事務局から

資料に基づいて説明をお願いいたします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 まず初めに、資料１をご覧いただきたいと思い

ます。 

  地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第三期中期目標・中期計画作成

の流れというものでございます。これにつきましては、一番上に書いてあるとおり、

地方独立行政法人制度におきましては、国と同様に、「目標→計画→評価→業務運

営への反映」という流れを義務付けられております。左側については、目標、計画、

年度計画ということで、それぞれが作成して進捗していくという形でつくられてお

りまして、目標、計画については、議会の議決が必要となっております。 

  資料右のほうでございますけれども、評価のほうに入っていきます。夏ごろに分

科会で評価をしていただく、年度評価でございます。また、資料真ん中に中期目標

期間の評価ということで、今期においては３０年度になりますけれども、中期目標

期間全体の評価をしていただくというものになります。今回、審議事項の（１）に

ございます組織・業務全般の検討というのが上にございます。これについては、地
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方独立行政法人法に基づきまして、中期目標期間の終了時に、法人業務を継続させ

る必要性や、組織の在り方について検討し、その結果に基づきまして所要の措置を

講ずることとなっております。ただ、東京都におきましては、次期中期目標の策定

と一体的に実施するということで、今回の中期目標を議論する前に、在り方につい

て検討していただくという形で整理をさせていただいています。 

  また、下のほうについては、中期目標・中期計画作成の流れを書いておりますの

で、参考にしていただければと思います。 

  これを踏まえまして、資料２と３をご覧いただきたいと思います。資料２は地方

独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第二期中期目標期間終了時における組

織・業務全般の検討について（案）の概要になっておりまして、資料３については

この案の本文でございますので、比較しながらご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、概要の一番上に書いてある組織・業務全般にわたる検討というところでご

ざいますけれども、今ご説明したとおり、根拠法令等を書かせていただいておりま

す。 

  概要の中ほどにある組織・業務全般の検討（案）というところで、まず第１とし

て、第二期中期目標期間の業務実績評価でございます。今回も平成２５年度から２

７年度、３年間の評価を受けておりますので、これについてまとめたものでござい

ます。本文でいきますと、１ページ目の中ほどから次のページの上までです。 

  概要版で申し上げますと、第二期につきましては、都、法人を取り巻く状況や、

第一期中期目標期間中に明らかになった課題等を踏まえて、以下の取組を求めると

いうことで、法人が重点医療と位置付ける血管病等、救急医療の充実や医療体制の

強化、また、病院と研究所が一体化した法人であるということの利点を発揮する着

実な研究の成果を上げていく、三つ目として専門人材の育成、そして、東日本大震

災を踏まえた視点から、都民の安心につながる医療・研究への取組。また、平成２

５年に新施設へ移転をしておりますので、新施設移転を契機として、経営基盤の強

化に向けた業務運営の効率化や、収入増の取組、こういうところが中期目標の中に

定められております。 

  次に、全体評価の概要でございますけれども、本文の２ページの中ほどに記載が

あります。概要のほうに主な総評として幾つか掲げさせていただいております。２

５年６月に新施設に移転をしたわけですけれども、全職員が一丸となって取り組ん

だことで円滑な移転ができたことや、３つの重点医療（血管病、高齢者がん、認知

症）において、難易度の高い鑑別診断や低侵襲な医療というところ。救急医療から

在宅医療に至るまでということで、地域連携についても取組をしたと。救急体制に

ついても非常に実績を伸ばしたということを記載しております。また、病院と研究

所を一体的に運営する法人の特徴を活かし、「膵臓がんの悪性度診断法」や、乳が
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んホルモン療法の適応について判定基準を確立するなど、臨床応用と実用化につな

がる成果もあったということです。糖鎖の研究から、複数の指定難病の発症原因の

解明をしたことや、高齢者が安心して生活するための社会環境づくりに関して、

様々な視点から研究に取り組み、成果を還元したということも、まとめて記載して

おります。 

  続きまして、第二期中期目標期間の業務実績評価（平成２５年度～２７年度）で、

項目別評価の概要でございます。本文ですと３ページの上のほうの（２）番から項

目別評価として書かれておりますけれども、２枚おめくりいただきます。別紙１と

して第二期中期目標期間における項目別評価結果及び主な業務実績をまとめており

ます。こちらは２５年度から３年間の年度評価を記載するとともに、その中で主な

業務実績ということで、特筆すべきところについて改めて記載しております。 

  １枚、２枚おめくりいただきますと、別紙２として第二期中期目標期間における

実績例というグラフ化されたものがあると思いますので、ご覧いただきたいと思い

ます。医療・研究等につきまして、少し抜粋して見える化、ということで今回、資

料としておつけさせていただきました。 

  まず、一番目の医療の部分でございますけれども、重点医療の一つである血管病

医療につきまして、ステントグラフト内挿術等実施件数ということで、２５年度に

新施設に移転し、ハイブリッド手術室を新設いたしまして、それに基づく実績につ

いて表したものでございます。 

  また、二つ目の高齢者がん医療につきましては、２５年度に新しい施設になって

からスタートしたコンベックス内視鏡下穿刺術の実施件数を表したものでございま

す。また、高齢者がん医療につきましては、内視鏡下粘膜下層剥離術。新施設の前

は胃がんのみを対象としておりましたが、２５年度、新しい施設になってから、食

道がん、大腸がんにも対象を拡大して、実績を伸ばしているというのを表したもの

でございます。 

  次のページの認知症医療につきましては、ここに記載がございますとおりＭＲＩ

やＳＰＥＣＴの実施件数を着実に伸ばしながら、認知症の早期診断等に結びつけて

いるところでございます。 

  また、総合評価の加算算定率につきまして、いわゆるＣＧＡを使いまして、早期

に治療や早期リハビリにつなげ、退院後のＱＯＬを確保するものでございます。こ

の中で２５年度は若干下がっておりますが、今は９３％ぐらいになっている状況で

ございます。 

  次のページ、救急患者の受入数でございますけれども、受入体制の強化や、受入

状況を検証し、地域医療機関との連携等によりまして、救急患者については、着実

に実施したというのを目に見えるようにさせていただきました。 

  また、次の患者満足度でございますけれども、患者満足度調査は毎年やっており
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まして、結果等を踏まえて改善に取り組むなど、患者サービスの向上に努めるとい

うことで、入院、外来とも上がっているという結果でございます。 

  次のページですけれども、研究になります。研究につきましては、一つ目が論文

の発表数、このように推移しております。また、外部資金の獲得件数や金額につき

まして、研究員一人当たりの金額等を表しているものでございます。ここに書いて

あるとおり競争率が上昇し、非常に厳しい状況の中で、若干、数字が下がっている

ところはございますけれども、２８年度に再び上向きになるという状況でございま

す。 

  また、普及啓発としましては毎年、老年学・老年医学の公開講座の開催をしてお

ります。 

  次のページ、業務運営については、平均在院日数や新入院患者数、病床利用率の

推移について表しております。病床利用率につきましては、２５年度に新施設へ移

転ということで、一旦入院制限をされている関係で下がっておりますけれども、今

９０％近くの病床利用率を確保しているという状況でございます。 

  こういった実績の中で、概要の中に評価の内容を書かせていただいておりますけ

れども、全ての評定Ｂ以上となっております。また、中期目標の達成に向けて更な

る取組を求めるということで、昨年度この分科会でいただいたご意見をそこに書か

せていただいております。主な意見としましては、都における高齢者医療・研究の

中核的センターとして、全都的な役割を果たし、成果を還元すべきだということや、

自院の運営だけではなく、地域全体で地域医療を守る視点が必要だというもの、ま

た、人材については、身近な地域だけではなく、全都的な人材育成も必要だという

ご意見を頂戴しております。また、全体として年度計画を順調に実施しております

ので、概ね着実な業務の進捗状況にあるとまとめさせていただいております。 

  資料の下のほうに、総務省のホームページにある病院経営分析比較表を参考にし

た平均在院日数と病床利用率を載せております。健康長寿医療センターの診療科と

違いがございますけれども、ほかの地方独立行政法人との比較を整理させていただ

きました。平均在院日数について、全国平均より短いというのがわかります。また、

病床利用率についても、地方独立行政法人の全国平均からすると、十分高いという

ことがわかるかと思います。 

  概要の次のページをお開きいただきたいと思います。法人の業務及び組織の必要

性・有効性、運営形態の適切性等についてまとめたものでございます。本文でいき

ますと、３ページの下、第２というところから始まる部分でございます。 

  まず、業務及び組織の必要性・有効性につきましては、今もお話ししたとおり、

第二期中期目標の達成に向けて、様々な取組を推進したというところでございます。

そういった意味でいきますと、病院と研究所が一体となった組織の運営が目標達成

のために有効に機能しているということで、法人の使命の実現に向け、引き続きこ
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れらの取組を行っていくことが必要という形でまとめをさせていただいております。 

  一方、右のほうに目を移していただきますと、運営形態としての法人の適切性で

ございます。これにつきましては、本文でいきますと、４ページの下のほうでござ

います。法人が主体となって円滑に遂行し、移転後早期に業務を安定化させたとい

うところでございます。収入確保やコスト削減について継続的に取組をしていたり、

また、企画立案機能、調整機能の強化ということで、経営戦略会議を設立しまして、

これに取り組んでいるというところでございます。また、独立行政法人でございま

すので、法人の裁量と責任に基づく自律的な事業運営を実現するという中で取り組

んでいるところでございます。 

  経営指標的なところについては、本文の５ページのところにございますけれども、

こういうところは定量的に表しています。下のほうに、運営費負担金・交付金の額

や、自己収支比率を入れさせていただいているところでございます。そういった意

味で、引き続き地方独立行政法人の形態により運営を行うことが適切という形で、

まとめさせていただきました。 

  これに基づきまして、第３で第二中期目標期間の総括と今後の法人事業の在り方

についてまとめさせていただいております。 

  まず、１番目の所要の措置の必要性について、法人の業務内容、組織構成、運営

形態について、総体として適切かつ妥当なものと判断するということで、特段措置

を講ずる必要性は認めないという形でまとめさせていただいております。また、第

三中期目標期間における取組として、東京都における高齢者医療・研究の拠点とし

まして、その成果の普及・還元を強力に推し進めると。また、医療・研究で培った

知見を踏まえて、高齢者の医療と介護を支える人材の育成を一層推進していくとい

うことでございます。さらに、地域包括ケアシステムの構築に寄与することを期待

するということで、本文をまとめさせていただいております。 

  雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。 

○矢﨑分科会長 どうもありがとうございました。それでは、今、説明いただいた点

につきまして、何かご意見、あるいはご質問はございますか。 

○猪口委員 よろしいでしょうか。 

○矢﨑分科会長 はい、お願いします。 

○猪口委員 まず、この独立行政法人の理念などの資料が、いつもあるといいなと。

運営理念みたいなものがあって、そして、この行政法人が運営していくために、ど

んな組織図の中で動いているのかというのが見えない。我々は外部として、それを

評価するという立場なんだろうと思うんですが、我々の評価に基づいて、どこがど

のように動いて、どういうふうになっていくのかというのが、いつも見えないなと

は思っています。 

  どうしてそういうことを言うかというと、通常の組織で言うと、決算報告や事業
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報告が年度終了後にある。これらの報告に対して、しっかりとした根っこのいろん

な資料がないまま、それまでやってきたものとの相対的な評価だけをしているから、

必ず、絶対にいい評価になるんですよね。間違いなくいい、うん、頑張っているね

と。前よりは頑張っているという評価がずっと続いていくというようなシステムに

なっているものですから、確かに資料を見ていると、一生懸命頑張っているなとい

うことがいつも伝わってくるんですが、どこの視点からしっかり見ていかなくては

いけないというところがいつもわからない。 

  例えば、健康長寿医療センターとして、高齢者にターゲットを絞っているのに高

齢者向けではないと思えるようなものもあるけれども、それは根っことして、どの

ようにして高齢者というものにつながっているのかなど、そういうことを教えても

らいたいなと。 

  例えば内視鏡でがんの治療をするのは、高齢者ではなくて若い人全般にも、要す

るに一般医療ではないのかというふうに感じるところもありますし、コンベックス

内視鏡下穿刺術の治療も、一般的な治療ではないかと感じます。恐らく、できるだ

け低侵襲でやりたいなど、いろいろ最初の起こりがあるんだろうと思うんですけれ

ども、そういうところは意外と見えないままという感じがするんですよね。 

  以上です。 

○矢﨑分科会長 事務局からよろしくお願いします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 ありがとうございます。法人の設立目的からい

きますと、高齢者の専門医療というところから始まったんですけれども、実際とし

ては、法人につきましては、救急医療機関になっているという中で、高齢者の医療

をきちんと確保しながら、そういう技術や知見を含めて、高齢者以外の方にも医療

を提供していくという形で、実際のいろいろな取組をやっているというところが現

状だと思います。 

○矢﨑分科会長 今、猪口委員が言われた、この健康長寿医療センターの基本的な理

念などはあるんでしょうか。基本理念や目標などの大まかなものは、前にセンター

の冊子をいただきましたよね。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 はい、二つ目の議案の中に出てくるんですけれ

ども、資料４に法人の設立目的や理念が記載されております。 

○矢﨑分科会長 設立理念ですね。 

  いかがでしょうか、はい。 

○藍委員 一つよろしいでしょうか。 

○矢﨑分科会長 はい。 

○藍委員 ８年目で、どんどんと数字が伸びていっていることはわかるんですけれど

も、実際、もともと設定した目標に対する到達率みたいなものが、指標としてある

のかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 
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○矢﨑分科会長 今のご質問は、数値目標がある、具体的にどうなっているのかとい

うことですかね。 

○藍委員 そうですね、恐らく今はまだ、どちらかというとこの施設は、どんどん発

展してきている過程だろうと思うんですけれども、実際、評価は想定している伸び

に対して、そのとおりに伸びているかどうかということだと思うんですね。恐らく、

次のフェーズになると、例えば、患者数だとか、満足度は恐らくある程度上限値に

到達していて、いかにその評価を下げないかというケースになると思うんですけれ

ども、まだ１０年たたない施設だと、落とさないようにというよりは、まだどれだ

け上げようかというようなプロセスなのかなと。そのプロセスと実績がきちんとあ

るのかどうか。そういうところは一つの観点だろうと思うんですけれども。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 中期目標を東京都が示しまして、かつ、法人が

中期計画を作成するプロセスとなっています。その中期計画の中で、数値目標とし

て設けられるものについては、十分設けていく。実績以外のいろんなものを加味し

ながら、また、病院の現状などを加味しながら定めていくという形になっておりま

す。 

○永山委員 よろしいでしょうか。 

○矢﨑分科会長 はい。 

○永山委員 まず１点目、高齢者のがん治療などにおける低侵襲の治療の実践という

ことで、実際こういった形で実績を積まれているのは、いい方向だと思いつつ、高

齢者のがんの方というのは、非常に個性が豊かであって、まだまだ体力のある方、

治療意欲のある方から、なかなか厳しいフレイルのような方まで幅が広い中で、そ

の方にとって、どういう治療が一番適切なのかということを評価していくことが一

番難しいというのを、取材などをしていると聞くことがあります。ＣＧＡもなかな

か手間がかかって大変だと聞きますし、その辺りをどう評価していくかということ

も加味した形で、低侵襲治療の在り方を検討いただけるといいなと思いました。 

  それから、在院日数が短いというのも、本当にそれに越したことはないと思いつ

つ、一方で、地域に帰られた方のフォローアップというのがどうなっているのか、

どこまでできているのか、何かそこでドロップアウトするような方が出てないのか

というところが気になりましたので、もし何かデータ等あるのであれば、教えてい

ただければと思いました。 

○矢﨑分科会長 よく病院評価の場合には、例えば退院してから１カ月以内の再入院

率などが一般的にやられていますよね。退院時点だけでなくて、行った方がどうな

ったか。一番典型的なのは、早期退院するために、すぐ入院しなければならないと

いうような事態に患者さんが追いやられないように、帰って安心して生活できるよ

うにすることが高齢者医療の本来の姿なので、余り目先の在院日数に捉われる動き

をしないで、しっかりフォローアップを受けるような何かデータというか。一番わ
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かりやすいのは、再入院がどのぐらいかとか、あるいは、患者さんがどういうとこ

ろに行かれたのかとか、そういうフォローアップデータが今必要だということを永

山委員はおっしゃったので、それは大切だと思います。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 健康長寿医療センターとしましては、いわゆる

紹介率と逆紹介率などのデータを持っています。また、数字的なものではないんで

すけれども、入院の当初から病棟の中でいろいろとケアを始めて、在宅復帰に向け

たリハビリを含めて、計画をしているというようなことは聞いております。 

  また、訪問看護も、一緒に同行して訪問看護をしたり、訪問看護の看護師さんを

研修で迎えたり、そういうような取組の中で在宅との関係を強くする取組は継続し

ていただいております。 

○矢﨑分科会長 何かいい指標があるといいですね。医師会でいかがですか。そうい

う病院から施設や在宅医療に行くプロセスですね、要するにアウトカム評価だけで

はなくてプロセスの評価と言うんですかね、そういう何か指標はございますか。 

○猪口委員 どういう調査をしているかというと、特には、医師会自身はやっていな

いですけれども。そうですね、連携室が、例えば、その患者さんが住んでいるコミ

ュニティに対して、うまく帰すことができているのか、地域医療構想などで言うと

ころの回復期や慢性期の病院にうまく帰すことができているのか、そういうマッチ

がうまくいっているか、退院調整会議みたいなものが患者さんに対してどのぐらい

きちんと行われているかといった指標をつくることはできるのではないかとは思い

ます。 

○永山委員 退院調整会議などは、いろいろな手間がかかりつつ、それでも顔を見な

がら患者さんのことを考えられるということで、とても効果が高いというのは聞き

ますので、そのとおりになるといいなと思います。 

○猪口委員 法人の設立目的は、高齢者のための高度専門医療及び研究を行うとなっ

ているんですが、健康長寿医療センターが、将来、高齢者の方たちの医療というの

はどういうふうになったらいいのかというビジョンを描いていくというのも大事な

仕事なのではないのかなと思うんだけれども、医療と言って、余り医療政策的なも

のや社会の在り方みたいなところには行っていないなという感じがしますよね。だ

から、そういう意味において、そういう指標は今のところ、きちんと考えられてい

ないという感じがしますけれども。 

○矢﨑分科会長 なかなか難しい感じがしますが、センターにご議論いただいて、何

か具体的なね。例えば、退院した後の、連携室を介した退院のプロセスで、退院調

整会議みたいなものをある程度しっかり、システムとしてつくるという。 

○猪口委員 そうですね、一般的な退院調整会議というのは、地域の中に病院があっ

て、自分の地域に帰していくということが前提になる。高齢者の場合には、地域の

ケアマネジャーが来て、地域の訪問看護の人が来て、地域の在宅の専門の先生が来
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られると地域の中で済んでしまうから、退院調整会議というのは自院の要職とそう

いう形で完全にできます。しかし、これだけ大きな病院で、年間１万台という救急

を受けるというと、相当広範囲な、広域な診療をなさっていると。そうすると、そ

ういうところは退院調整会議に一々人を集められないですよね。この東京のような

ところの退院調整というのはどうやるべきか、というようなものをつくり出してい

ってくれるとありがたいです。また、何か新しいシステムをつくっていったときに

は、こういう指標がいいんだというのをみずからも考えていただけるとありがたい

ような気がします。 

  視点として、健康長寿医療センターはものすごく突っ走っているというイメージ

は前々から持っているんだけど、やっていることはやっている。地域のことはやっ

ているんだけれども、それが区西北部の、板橋を中心とした西北部のところだけに

なっていて、本来はもっと広範な診療圏を持っているんだけど、そっち向けのこと

はほとんどやっていない。もうちょっと広く地域を意識していただいたほうが、高

齢者向けとしてはいいのではないかと思います。 

○永山委員 恐らく、東京で何かいいシステムができれば、地方にも病院の持ってい

る圏域が広いところは当然あるので、そのときにどう調整したらいいか、どう連携

したらいいか、どういう連絡方法がいいのかということのモデルケースになるかも

しれないですね。 

○矢﨑分科会長 非常に大切なことなのですが、もっと地方などでは比較的地域包括

ケアで、地域医療構想や計画である程度できるのですが、人口密集地のど真ん中に

あるこの病院が、どこまでそういうきっちりした形の、クリティカルパスみたいな

ものをつくれるかどうかというのは、ちょっと難しいかもしれません。けれども、

ぜひそういう視点から何か、そういうものをつくってもらえればということなので、

ぜひセンターのほうに、一つのテーマとして考えていただければと思います。あり

がとうございました。 

  そのほかはいかがでしょうか、はい。 

○大橋委員 センターの一つの特徴というのは、病院と研究所が一体になっていると

いう部分でして、その連携もいろいろ成果が出ているということなんですが、目標

のレベルに対して高かったのか、もっと低いレベルだったのかということがやはり

わからないので、確認できるものをいただきたいと思っていまして。 

  あと、もう一つは、病院と研究所というのは利害が対立するものではないので、

余り心配する必要はないかと思うんですが、結構異なることをしているところは、

セクショナリズムといいますか、連携がしづらい場合もあります。その連携を促す

ための仕組みで、例えば、連携の達成度によって両部門の評価が上がるような内部

的な評価指標があるとか、個人指標があるとか、そういうことで連携が確保される

体制がとられているといったお話もいただけると、よりこちららとして理解しやす
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いというのが一つ。 

  それから、もう一つは、運営形態としての法人の適切性のところに絡むことなん

ですけれども、内部監査が、組織全体の運営の適切性に対して実際どういったこと

をされているか。あと、内部監査はどちらかというと守りとしての内部統制のかな

めだと思うんですけれども、逆に、経営戦略会議という攻めの部分でどういうこと

をしているのかという具体的なお話を伺えると、この組織・運営形態としての法人

の適切性ということについても、こちらで記載されていることが、より具体的な例

として理解できるのでありがたいと思っています。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 ありがとうございます。病院と研究所の連携、

一体化という部分についても、数字的に難しいところでございますけれども、研究

所のテーマの中で一体的な取組というところで、成果として上がっている状況です。 

  また、今ご説明しました内部監査や経営戦略会議につきましては、年度別計画の

実績評価の中で改めて説明させていただけると思います。今回出させていただいた

のは、平成２５年度から２７年度の３年間の部分でございます。 

  例えば、別紙１に表がございますけれども、一番最後の、３の財務内容の改善に

関する事項という中で、収入の確保についてはそれぞれやって、コスト管理の体制

強化ということで、後発医薬品の採用促進や、ベンチマークシステムの活用、また、

原価計算などの取組も入れていただくといった中で、今、法人として動いていると

いうのが現状です。 

○矢﨑分科会長 そのほかはいかがでしょうか、はい。 

○大橋委員 別紙１の３ページ目に、活気ある地域社会を支え、長寿を目指す研究の

（ア）、安心して生活するための社会環境づくりへの貢献のところで、２６年度Ａ

だったのに２７年度Ｂになっているんですが、これは何か理由があるのか、どうい

った理由なのかを教えていただけますか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 これは安心して生活するための社会環境づくり

への貢献ということで、研究は、自然科学系と社会科学系の二つの研究テーマがご

ざいまして、そのうち社会科学研究の部分でございます。どういう取組をされたか

というところで評価しておりますので、例えば、２６年度については、年度計画を

上回るものがあったんですけど、２７年度については淡々と、年度計画を概ね順調

に実施したというところで評価しております。 

  例えば、先進的な老化研究の展開でございますけれども、２７年度にＳ評価とし

たんですが、それについては、筋ジスの関係など非常にすばらしい取組をしたとい

うところで、その年度は評価されているということになっております。 

○大橋委員 ２６年度に実施されていたことがレベルダウンしたということではなく

て、２６年度に特筆すべきものがあったということ。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 はい、これらの研究については、単年度で終わ
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るものでもないので、継続的にやっていく研究というところ、なかなか評価がしに

くいところは現実ございますけれども、そういう中で評価していただくという形に

なっております。 

○大橋委員 ありがとうございます。 

○永山委員 関連してですが、その左側のページの医療安全対策の徹底のところが、

Ｂは合格点ではあると思うのでいいと思うんですが、これは、よりＡに行くには何

が今欠けているということになるんでしょうか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 Ｂは計画どおりという評価であり、それを上回

った取組を行ったときに高い評価となります。 

○矢﨑分科会長 はい、そのほかはいかがでしょうか。 

  そうしますと、今は案の修正というよりは、第三期中期目標期間の評価に当たっ

ての準備をしていただくと。確かに今までもお話があったように、具体的な到達目

標がないと、なかなか評価がしにくいということもあります。ただ、到達目標をも

のすごく高くしてしまうと、また難しいということがありますので、次の評価のと

きには、たくさん出たご意見を取り入れて、数値目標にするのはなかなか難しいと

ころもあるかもしれませんが、ぜひお考えくださいということです。 

  数値目標をつくるときは、センターとご相談の上、具体的なものをつくっていく

のではないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

○猪口委員 資料１のところ、第三期というのは何年度から何年度でしたっけ。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 第三期は、平成３０年から３４年度までの５年

間です。 

○猪口委員 財務についても、より指標となるものを明確化する、わかりやすいもの

にする、具体化するといったことが第三期で出てくるといいなという感じですね。 

○矢﨑分科会長 地域連携で先ほどお話のあった紹介率、特に逆紹介率というのは比

較的数値目標を立てやすい。財務のほうのことも、ある程度の数値目標があれば、

現状と比較してどうこうということではなくて、目標に対する到達度から評価でき

ますね。 

○猪口委員 本当に財務の目標はしっかり立ててもらいたいですよね。実を言うと、

僕は都立病院の経営委員会にも出ています。そこでは、一般会計から繰り入れされ

ているお金に対してこれだけの実績というふうに本来は考えなくてはいけないと思

うんだけれども、実績としてこれだけ上げていますという話になっていて、その費

用対効果はなかなかわからない。財務の指標とあわせながら考えて費用対効果と言

ったってなかなか難しいだろうし、財務諸表が非常によくなっていったから業績が

上がらないというのは余りよくないでしょうし。だけど、常にバランスをとりなが

ら考えるということは大事なのではないかと思うんですね。そういう目標も立てて

いただきたいなと思います。 
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○高齢社会対策部施設計画担当課長 中期計画など、いろいろ検討する中で、ある程

度数値目標についてはきちんと出していきたいと思っております。 

○矢﨑分科会長 それでは、２番目の審議事項になりますが、第三期の中期目標につ

いて、まず、事務局から説明してください。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 すみません、一つ目の審議事項につきましては、

承認という形でよろしいでしょうか。 

○矢﨑分科会長 そうですね、今のお話では、特に修正を必要とするようなご意見で

はなかったように思いますので、希望を次の第三期にお願いしますということで、

第二期中期目標期間終了時における組織・業務全般の検討については、この案どお

りにお認めいただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○矢﨑分科会長 ありがとうございます。 

  それでは、第三期の中期目標（案）、これから我々の本来の務めになると思いま

すので、よろしくお願いします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 それでは、地方独立行政法人東京都健康長寿医

療センター第三期中期目標（案）の概要ということで、資料４のＡ４の横の資料と、

また、資料５としまして、中期目標（案）の本文がございますので、あわせてご覧

いただきたいと思います。 

  本文の表紙をおめくりいただきますと、中期目標の基本的な考え方を記載させて

いただいています。 

  概要でご説明をさせていただきますけれども、まず、中期目標の基本的な考え方

としまして、設立目的については、高齢者のための高度専門医療及び研究を行い、

都における高齢者医療及び研究の拠点として、その成果及び知見を広く社会に発信

する機能を発揮し、もって都内の高齢者の健康の維持及び増進に寄与するというこ

とで、これについては当初の目的と変わりません。また、法人の理念としましては、

今回の中期目標において、大都市東京における超高齢者社会の都市モデルの創造の

一翼を担うというところを、改めて記載をさせていただきました。 

  概要の右のほうに目を移していただきたいんですけれども、これまでの取組とし

ましては、先ほどご説明させていただいたように、病院、研究部門で取組をしてい

るというところで、本文でいくと１ページの２から３パラ目です。 

  また、法人事業を取り巻く状況の変化ということで、都内の高齢化は急速に進展

しており、２０３０年には４人に１人が高齢者になると予測されていると。また、

健康長寿医療センターの重点医療でございます血管病等につきましては、更なる増

加というところでございます。あわせて、高齢者については、複数疾患を抱えると

いうことで、サルコペニアやフレイルなどの老齢症候群や生活機能障害を有するこ

とが多いというところで、引き続き求められる高齢者医療・医学の在り方について、
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従来の臓器機能の維持・回復を目指した「治す医療」から、生活機能の維持・回復

を目指した「治し支える医療」へ変化したというところも、法人事業を取り巻く状

況変化として記載をさせていただいております。 

  また、本文で言うと下のほうでございますけれども、都の高齢者福祉保健施策と

の関係性につきまして記載をさせていただいております。「東京都地域医療構想」

は、昨年度、出させていただいております。そういう中で、今後、３０年度におき

まして「東京都高齢者保健福祉計画」や「東京都保健医療計画」の改訂が予定され

ているところでございます。 

  それから、概要の一番下のほうに、第三期中期目標の基本的な考え方を整理させ

ていただきました。これは本文の２ページでございますけれども、都における高齢

者医療・研究の拠点として、さらにその成果の普及・還元を強力に推し進めると。

また、医療・研究で培った知見を踏まえて、高齢者の医療と介護を支える人材の育

成を推進することが求められるというところを記載しております。 

  先ほどご質問がございましたけれども、技術・知見や、病院と研究所の一体化し

た法人である強みというものを活かしながら、大都市東京にふさわしい地域包括ケ

アの構築に寄与すると。また、業務を確実に遂行するために、法人の経営基盤が大

事でございますので、経営基盤をより一層強化していくというところで、前段のほ

うにまとめをさせていただきました。 

  概要の一番下、１番としまして、中期目標の期間、３０年の４月１日から３５年

の３月３１日ということで、３４年度までの５年間というふうにさせていただいて

おります。 

  具体的に目標の部分でございます。概要については次の２ページをお開きくださ

い。また、本文でいくと２ページの下段のほうにございます。 

  まず一つ目、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事

項といたしまして、四つの大きな柱を立てております。 

  １点目が高齢者の特性に配慮した医療の確立・提供と普及というところでござい

ます。「治し支える医療」は、高齢者医療モデルとして、２０２５年の東京におけ

る高齢者医療のスタンダードになることを目指すというところで、その確立と普及

に取り組むというものでございます。もともと健康長寿医療センターにつきまして

は、前身である東京都老人医療センターの時代から培ったものがございますので、

そういうのを踏まえて、その確立と普及に取り組んでいくというところが一つの役

割というところで記載をしております。また、先ほど地域ということがございまし

たけれども、区西北部の二次保健医療機関の急性期病院の一つとして、地域医療体

制の確保にも貢献していくということでございます。 

  具体的には、いわゆる重点医療、血管病、高齢者がんと認知症についての一層の

充実や、高齢者に特有な疾患がございますので、こうした疾患について専門医療の
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提供をしていくこと、また、先ほど申し上げたとおり特性に配慮した医療の提供や、

ノウハウを踏まえた「高齢者医療モデル」というものを確立・普及していくという

ところ、また、地域医療の体制の確保としまして、救急医療の提供や地域連携とい

った取組をして、地域医療体制の確保に貢献していくというところを目標として定

めております。 

  次に、本文５ページの真ん中あたりになります。概要で言うと（２）番でござい

ます。高齢者の健康長寿と生活の質の向上を目指す研究ということで、研究部門の

ことを記載させていただいております。この研究所は、老年学専門の研究所となっ

ておりまして、高齢者を取り巻く様々な課題に総合的に取り組み、その成果をどう

普及・還元していくかということが一番大きなところでございます。具体的には、

高齢者に特有な疾患やサルコペニア、フレイル等老年症候群の克服に向けた研究の

推進、社会参加促進やフレイル予防に資する研究、また、認知症等に関する研究、

また、高齢者の地域での生活を支える研究の促進というところを目指してもらいた

いと記載をさせていただいております。 

  また、本文６ページに記載をさせていただいておりますけれども、エとしまして、

研究推進のための基盤強化と成果の還元というところを記載させていただいており

ます。臨床研究を含む法人の研究全般を推進するための基盤の強化ということで、

第三期についてはきちんと対応してもらいたいということと、また、それに伴って、

研究成果の一層の普及・還元にもきちんと取り組むことを目標とさせていただいて

おります。 

  次に、（３）番としまして、医療と研究が一体となった取組の推進ということで、

今までトランスレーショナル・リサーチは研究の項目の中に入れておりましたが、

この辺りの取組というのは、この法人の大きなミッションでございますので、今回

の中期目標の中では、大きな項目として出させていただきました。トランスレーシ

ョナル・リサーチの推進や、臨床研究及び病院と研究所の共同研究の推進、また、

認知症支援や介護予防の推進等につきまして、東京都の事業でございますけれども、

そういった取組は、研究所と病院が一体となったことでできるということでござい

ますので、そういうところも項目として出させていただいております。 

  本文の７ページになります。概要の下でございますけれども、（４）番としまし

て、高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成というところでございます。高齢

者の医療・研究の実績を活用して、専門人材を育成するということも、この健康長

寿医療センターの使命でございます。身近な地域の専門人材のみならず全都的にも

進めていくというところ、また、当然ながら医療従事者、研究者を含めて次代を担

う人材も育成をしなくてはいけないということでございますので、こうした取組を

して、技術や成果を継承していければというところで目標に掲げたものでございま

す。 
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  続きまして、３番目として、業務運営の改善及び効率化に関する事項ということ

で、経営的なところでございます。本文でいくと７ページの中ほどになります。 

  まず、１点目としまして、地方独立行政法人の特性を活かした業務の改善・効率

化ということで、地方独立行政法人でございますので、自立性の発揮というところ

がございます。そういう中で効果的、効率的に業務の推進をしていく。また、都の

派遣職員がまだ、医療従事者等を含め、看護師が多いんですけれども、残っており

ますので、派遣解消計画を踏まえ法人の固有職員をきちんと採用して、育成をして

いくことを記載しております。また、法人以外の人材の育成や、発信力の強化とし

て、いかに高齢者医療・研究の拠点ということを周囲にわかってもらうかというこ

とで、プレゼンス能力の向上についても記載をしております。 

  また、（２）番としまして、適切な法人運営を行うための体制強化ということで、

内部統制や情報公開、当然ながら法令や行動規範の遵守、倫理の徹底というところ

を記載しております。 

  次に、４番、財務内容の改善に関する事項としまして、７ページ目の下から次の

ページにわたっておりますけれども、収入の確保というところが大きな柱となって

おりまして、患者の積極的な受入れや、診療報酬改定等に対応したきちんとした収

入の確保、また、研究所で言いますと外部資金の獲得や、委託の部分の獲得がござ

います。また、知的財産の積極的な活用ということで、収入の確保を図っていくと

いうことでございます。 

  もう一つは、経営の安定化としまして、コスト管理の体制の強化ということで、

病院、研究所における部門ごとに、費用対効果の改善に向けた目標設定をして進行

管理をしていく。また、病院における部門ごとの原価計算をやりながら収支管理に

活用していくということを目標の中に入れさせていただきました。 

  最後に、５番として、その他業務運営に関する重要事項ということで、いわゆる

法人運営におけるリスク管理の強化、個人情報の管理や、組織的なリスクマネジメ

ント、また、職員の健康管理や、非常時を想定した危機管理体制の強化。これらも

引き続き、第三期に向けて対応してもらうということで目標のほうに入れさせてい

ただいております。 

  説明は以上でございます。 

○矢﨑分科会長 どうもありがとうございました。 

  第三期中期目標について、先ほどのご議論を踏まえながら進めていきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○猪口委員 この中期目標（案）はいつごろから、どなたがつくったんでしょうか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 昨年度、健康長寿医療センターと私どもでワー

キング等を開催させていただきまして、具体的な取組など、いろんな話をさせてい

ただきました。その上で、局内で検討させていただいたものが今回の事務局案とい
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う形になっております。 

○猪口委員 よくＰＤＣＡサイクルを回すという話があるじゃないですか。だから、

第二期中期目標期間終了時における検討というのを先ほど行ったばかりで、次の瞬

間、第三期目標が出てくるという、ついていくことの難しさというのが我々として

はあります。東京都の業務、大体そういうところがあって、医療計画にしても何に

しても、医療計画の評価が定まらないまま次の計画を立てているということがちょ

っとあるんですけど。例えば、それまでの評価委員会ではこういう検討がされたか

らこうだというような、参考資料みたいなのがついているとわかりやすい。先ほど

我々が話していた議論は、中期目標（案）に盛り込まれているまだ最中、盛り込ま

れてもいないわけで、これは案ですから、多少変わっていく可能性はあるんですよ

ね。 

  以上です。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 ありがとうございます。 

  この独立行政法人の仕組みの中で、同時進行という形になってしまっているとい

うことは現状でございます。この中期目標を作成するに当たって、昨年度の分科会

にて、中期目標の作成に向けてのご意見ということで、人材の育成などいろんな部

分について、委員からご意見をいただきました。それを踏まえて、今回、中期目標

をつくり上げております。 

  また、これまでの年度実績に対してご意見を頂戴したものを、先ほどご説明した

組織・業務の検討の部分に反映させています。 

○永山委員 よろしいでしょうか。 

○矢﨑分科会長 はい。 

○永山委員 今回の三期目標のキャッチフレーズは、「治す医療」から「治し支える

医療」へという部分になるんでしょうか。そして、その場合に、この中身を読んで

いくと、「支える」の部分がポイントでは入っているんですけれども、こういうの

が「治し支える医療」なんだよというメッセージが読み取りにくい。それを探して

いかないと、あ、これが支える部分だね、ここがきちんと自立して健康寿命を延ば

していくために必要な施策であり、研究なんだねというのが、ややわかりにくいと

いうのが全体の印象としての感想です。 

  あと、個別的なポイントで３点ほど申し上げたいのは、高齢者医療の充実、本文

２ページから３ページにかけてのところです。高齢者の特性というのが、その個別

性であるとか、もちろん、先ほどは体力の話もしましたが、それこそ支えるという

ことを考えたときには、家族構成であるとか、経済力であるとか、いろいろな患者

さんの生活全体を見た上での医療体制、それから、そのためにどういう資源が必要

かという研究が必要になると思います。そういった、単に高齢者と一くくりにする

のではなくて、高齢者一人一人に応じた、支える体制に必要な医療の充実というも
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のがわかるような書き方をしていただいたほうがいいのかなというのが１点。 

  あと、６ページ目（３）のウのところで介護予防ということが書いてあるんです

けれども、ここに恐らく、５ページ目にございますフレイルやサルコペニアなどに

関する研究の知見というのが生きてくると思うんですよね。それで、サルコペニア

やフレイルというのは、まだいろいろ説もあるようですけれども、可逆性のもの、

いわゆる一旦落ちていても、また介入によって上がる可能性もあるというものだと

思いますので、やはり介護予防については、このキーワードを入れておいたほうが

いいのではないか。何かそういう知見を活かしていく、その可逆性のところにいか

に介入できるかということに取り組んでいく、それによって介護予防につながると

いう流れがわかるといいなと思いました。 

  あと、７ページ目（４）の人材のところですが、ここについても、「治し支え

る」ということであれば、支えるほうの専門人材をどう考えるのかというのが必要

かなと。東京という大都市での高齢者の今後の、いかに幸せに生きていくかという

青写真を描いていく、そういった司令塔になっていくということであれば、やはり

支える部分の人材育成をどう考えるかということも必要かなと思いまして。ここは、

やはり、医療・介護そのものにかかわる形になっているので、その一歩手前の、例

えば予防の部分、介護に至らないようにするといった人材も私は重要になってくる

のではないかと思うので、もし可能であれば、どこかに一言入れていただければと

思いました。 

  以上です。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 ありがとうございます。中期目標を議会で議決

した上で、東京都から法人に対して中期計画の策定を指示します。その中期計画の

中で、より具体的なものにどう取り組んでいくかというところを記載して都に提出

していただいて、また議決をもらう。その中で、人材育成の関係や、支える人材の

育成といった取組などについて、年度計画、中期計画の中で盛り込んでいくという

ところです。 

○永山委員 一言入れていただくほうがいいかもしれません。前文的なところに一言

入れていただければ、多分いいいいのではないかなと思うんですけれども。 

  あと、やはり全体的な書きぶりが、「治し支える医療」へどう変わっているのか

一目でわかりにくいかなと思いましたので、その辺りがわかるような構成が考えら

れれば一番いいのかなと思いました。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 高齢者医療モデルそのものが「治し支える医

療」といいますか、全部をひっくるめるというところで、文章的に整理させていた

だいたところでございます。 

○猪口委員 資料４の法人理念のところに「都市モデルの創造」という言葉、それか

ら、次のページの２の（１）のところに「高齢者医療モデル」という言葉がありま
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す。健康長寿医療センターに行くと、すごくいろいろ先進的なものが全部あって、

これ、いいモデルができ上がっているんですけれども、東京のいろんなところで使

えるようなモデルではないですね。乗用車がその辺に置いてあるわけではなくて、

Ｆ１がつくられている感じなんですよ。実際のところ、ちょっと手が届かないなと。

だから、このモデルが非常に気になりますね。東京都全体で、いい高齢者医療がで

きるようなモデルをつくるとか、エッセンスを提供してくれればいいんだけど。モ

デルのところの表現に注釈が加わってほしいような気がします。計画のところにそ

ういうのが表れてくれればありがたいですね。 

○藍委員 よろしいですか。 

○矢﨑分科会長 はい、どうぞ。 

○藍委員 実は、国立大学法人の三期計画をちょうど去年、今年でつくっていたんで

すけれども、中期目標をつくるときに、ある程度その中期計画が浮かんでいないと、

この目標が定まらないと思うんですね。というのは、結局、目標を先につくって計

画を立てられないということになるので、現場のほうでは、こういう計画を立てよ

うということは何となくちゃんとプランされていて、それで、この目標が出てきて

いるという解釈でよろしいんですか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 この中期目標作成に当たって、法人側と、どん

なことに取り組んでいくか議論させていただきながら考えさせていただきました。

ただ、それが全部イコールということではありません。特に、東京都が設立した法

人でございますので、都として取り組んでもらいたいこと、それ以外の部分もござ

います。それを仕分けしながら、検討させていただいています。 

○藍委員 あと１点教えていただきたいんですけれども、７ページの人材のところで、

都の派遣職員を解消して固有職員の採用を行うということが目標になっているんで

すけれども、これは何か問題があるという意識なんですか。それとも、単純な人事

のお話でしょうか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 地方独立行政法人ですので、基本的に固有職員

の採用から育成までやっていくということが一つの目標になっています。そういう

中で、現実問題として看護師の確保の難しさなどがございます。ある程度解消はし

てきているんですけれども、まだ都からの派遣が多いという中で、計画的な採用な

どに取り組みながら、採用した後の人材育成等も含めて、しっかりやってください

ということで目標として書かさせていただいております。 

○藍委員 例えば、肩書きが都から法人に移るということではなくて、もう人が入れ

かわるというイメージなんですか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 法人として採用します。法人として採用する職

員を育成していくということを考えております。 

○大橋委員 今回、第二期から第三期の大きな特徴というのは、「治し支える医療」
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と、支えるという部分が大きくなった、あるいは変わったというか追加されている

状況なんですけれども、全体をパッと拝見するときに、「支える」ということは、

支えられる側がいると思うんですが、支えられる側の意見、ニーズなどを把握でき

ないと、それこそＦ１レベル、非常に美しいものができているけれども、それが本

当に必要とされる、支えられる側のニーズに合っているのかという、その辺りの状

況とマッチするのかなという感想、印象があります。その辺りのニーズというのは、

例えば、研究の段階で、実際にそういう声を聞くようなプロセスがあってニーズを

把握できるのか、それとも、トップダウン的に都の方針・計画に基づいて、支える

とはこういうことだという形でいくのかによって、結構でき上がってくるものが違

うかなと思っていて、そういったところはどう整理されているのか伺いたいのが１

点。 

  それから、本文７ページ、発信力を強化し、高齢者医療・研究拠点としてのプレ

ゼンスを向上という部分について、第二期のところで、老年学・老年医学公開講座

の２６年度・２７年度の受講者数が、前の年より減っている。一概に受講者数が減

っているからといって、発信力が落ちているということにはならないと思うんです

が、第三期に向けて、発信力強化の一つとして、この受講者数が減っているという

ことに対して、どういった形をもって、また発信力を強化していこうとされている

のか、新しい方法をとろうとしているのか、どういった対策をとるのかということ

について伺いたいのが２点目です。 

  それから、東京都の人材から固有の職員に入れかえていくという部分について、

確かに独立行政法人としての独自性で運営ということについては、いい面もあると

同時に、逆に、独立行政法人であるので都から派遣されている方がいらっしゃると

いうメリットもあるかなという印象もあります。その辺りが、置きかえていかなく

てはいけない強力な理由があるのか、いま一つよく理解できていないところがある

ので、伺いたいなと思っているんですけど。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 まず、「治し支える医療」について、先ほど申

し上げたとおり高齢者は複数の疾患を持っているという中で、高齢者総合機能評価

といいますか、総合的な、包括的な医療が要求されている現状の中で取組を進める

というところです。もともと老人医療センターというベースの病院があった時代か

ら、そういう医療をずっと提供し続けてきたんですけれども、全体的な医療の流れ

が変わってきているところがありまして、それに合致するということで、今回、中

期目標の中に提示させていただきました。今までの医療と何ら変わることではない

んですけれども、そういうところをクローズアップして、高齢者の特性に配慮した

医療ということで目標として設定する。そして、地域包括ケアシステムなどいろん

な部分で、健康長寿医療センターの位置づけみたいなところもあると思いますので、

生活を継続できるようなところを踏まえて、医療を提供するということで表現した
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ところでございます。 

  もう一個、プレゼンスの部分でございます。公開講座などでいうと、例年、テー

マや開催場所により、参加者数が変動します。そういうところについて、広報・普

及をしていくために、まず患者さんがどこを見るのかというとホームページですの

で、きちんと、入りやすいように、わかりやすいようにホームページの改修などを

考えていく。その中でどうやって医療や研究を外に見せていけるかというところで、

プレゼンスの向上も取組の一つではないかということで挙げさせていただきました。 

  もう１点が、いわゆる派遣解消でございますけれども、公務員型の独立行政法人

ではございませんので、その法人の中で医療や研究を目指す人材をしっかり育てて

いく。東京都、行政と違って、その法人の中で給与体系も構築されておりますので、

基本的には、法人の中で育成していくというところがございます。とはいっても、

もともと派遣職員がいた部分があり、それを全員引き上げるということもできませ

んので、徐々に解消して、法人の中で人を育てていく。将来的に人材を外に出して

いくためにも、法人の中で職員も育成できなければいけませんので、こういうもの

を目標として挙げさせていただいております。 

○大橋委員 発信力のところでホームページのお話が出たんですけれども、例えば、

ホームページのヒット件数などを目標に設定するといったことも既に行われている

んですか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 はい、アクセス件数については、目標として掲

げております。 

○大橋委員 それを二期よりも三期、さらに上げていくということも、目標として今

後も取り組むということですか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 アクセス件数が増えれば興味を持っていただけ

るんですが、その内容や、視点、やはり患者さんに見てもらえないといけない、地

域の方に見てもらわなくてはいけないので、そういうところをいかにどう表してい

くかというところに、法人としても取り組んでもらいたいというところで、今回も

定めさせてもらいました。 

○大橋委員 第三期で「治す」から「治し支える」になるので、支えるという部分に

関しても反映したホームページ、例えば、より地域や介護関係の方などもご覧にな

って、より利用になるような、そういう意味での発信力強化にも今後検討されてい

くと。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 そういうようなものも含まれてくるということ

です。 

○大橋委員 わかりました。 

○藍委員 ちょっと今の関連で。 

○矢﨑分科会長 はい。 
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○藍委員 発信する対象について、当然患者さんや、地域の方々、連携している医

療・介護のエリアの方たちという配慮はあるんですよね。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 はい、そうですね。ホームページは、入り口の

ところは、どれを選択、どうやっていこうかというところもございますので、当然

そういう形になっているんですけれども、センターの取組や、特色などがわかるよ

うに工夫してつくりたいという話もございますので、目標として挙げさせていただ

いております。 

○藍委員 全体の活性化ということも含めて言うと、本文７ページの１行、事業発信

力を強化しとあるのは、何となくもう少し表現が強くてもいいのかなという気もす

るんですが。例えば、広報活動という意味で、一つ項目が立ってもいいぐらいなの

かなとは思うんですけれども。 

  先ほどの（１）の議論の中でも、連携や何かということも広報活動の中で当然オ

ーバーラップする部分がありますし。これが業務運営の中がいいのか、それともほ

かのところがいいのかというのは、全体を見通さなければいけないような気がする

んですけれども、これ全体を見ていて、広報に関するものがこの１行しかないとい

う印象がありまして、ご検討いただければと思います。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 基本的に、医療と研究のカテゴリーと、その業

務運営というカテゴリーと、大きく仕分けがございます。その中で、業務運営の改

善と効率化というところで、カテゴリー等を精査したという状況になっています。

広報だけに特化した形の目出しはなかなか難しいところはあるんですが、それぞれ

普及というところは持っていますので、目標としては、業務運営の改善・効率化の

中で整理しておきたいということで、ここに掲げさせていただきました。 

○矢﨑分科会長 そのほかはいかがでしょうか。 

  やはり、地方独立行政法人としてのセンターの目標なので、センターとしては、

センターの到達目標ということをメーンにやって、特に、高齢者の特性に配慮した

医療の確立・提供と普及ということに非常に力を入れて書かれていると思うんです

が、支える医療の高齢者医療モデルというものをどうつくるかというのは、その次

の（２）に、高齢者の健康長寿と生活の質の向上を目指す研究の中に入っているの

かなという感じなんですけどね。 

  ですから、一つは、全都的な視点での目標であれば、やっぱり高齢者医療モデル

を具体的に設計できるような、恐らく研究になると思うんですよね。実施はセンタ

ーだけの努力ではできないので、だから、そういう普及できるような「支える医

療」をどういうふうに構築していったらよいかというモデル設計を行う研究を入れ

てほしいというご意見ではないかと思うんですね。そして、やはり先ほどご指摘の

ように、広報活動については、この都の中で重要なセンターですから、大きなテー

マとして入れたらいかがなんでしょうか。 
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  それから、高齢者の医療の質の向上については、比較的その到達目標、数値目標

を立てやすいと思います。だから、例えば医療安全であれば高齢者の視点からの、

例えば院内感染対策や、ヒヤリ・ハット、例えば院内での骨折などがどのぐらいあ

るのかといった数値目標を、立てられるところは立てていただく。支える医療は、

なかなか数値目標を立てにくいので、これは研究のほうでしっかり、その具体的な

設計、あるいはクリニカルパスといったものをつくって、この目標の中に入れてい

ただければ、支える医療に対するこのセンターの考え方がわかると思いますので、

つけ加えていただければと思います。 

  そしてやはり、しっかり第二期中期目標の達成度と、今後の事業を行うに当たっ

てのＰＤＣＡサイクルを回すときに今どこが問題点になっているのかということも、

センター側で、やっぱりこうしたかったけどここはできなかったというような意見

も、酌み取れるようにしていただければと思っております。 

  そのほか、何かご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ご議論これまでということで、これは修正なしではなくて、今ご意見

があったので、委員の方々の意見を踏まえて、事務局で修正していただきたい。最

終的には分科会長一任ですけど、そのプロセスにおいて、各委員の先生方のご意見

をお伺いするということも必要だと思いますが、また集まるのは不可能ですから、

例えばメールなどでご議論いただいた上で、事務局と私とで最終的な修正案をまと

めさせていただくということでよろしいでしょうか。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 あとは日程的なことをご説明させていただくん

ですけれども、今日は５月、第１回分科会を開いていただきまして、６月末に評価

委員会、親会がございます。こちらのほうに本日の分についてご提案させていただ

きまして、その中でご承認いただくというスケジュールでございます。そしてそれ

を踏まえて、議会のほうに提出という形になっております。 

修正案につきましては、分科会長と相談させていただければと思います。 

○矢﨑分科会長 ポイントは、高齢者の「治す医療」は非常に一生懸命やっているん

だけれども、「支える医療」、要するに高齢者医療モデルの支える部分が少し足り

ないと。だから、それは何も健康長寿医療センターが独自で自分たちでやりなさい

ということではなくて、評価委員会としては、全都的な視点から、普及できるよう

なモデルを具体的に設計してくださいと。これは実施を伴わなくても、本文５ペー

ジ（２）研究でいいですから、ここにあるア、イ、ウなどを包括的にまとめるよう

なものをちょっと入れる。そうすると、先ほどお話があったように、支える医療の

モデルが比較的はっきりするということになるかと思います。 

  それと、やはり広報活動が重要なので、目標の中に一言入れていただく。 

○猪口委員 先端的な医療をやって、支える医療を研究するけれども、さあ、できた

というんじゃなくて、東京全体が使えるような、東京を支えるような。 
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○矢﨑分科会長 そうですね。 

○猪口委員 そういうことを考えてくれれば、東京のいろんなところで使えるような

モデルを考えてくるし、広報もまた大事になってくるし、全体的にそういう視点が

一つ加わると、みんな納得するという話なのではないでしょうかね。 

○矢﨑分科会長 そうですね、おっしゃるとおりです。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 本文４ページでございますけれども、生活機能

の維持・回復のための医療という項目を今回出しております。先ほど言った重点医

療以外の医療のところについての表現として、この（エ）の中で書き込みをさせて

いただいたところです。 

○矢﨑分科会長 これは、少し違うんじゃないですか。（エ）では、そういう意味で

はないので、やっぱり東京都全体で使えるようなモデルをつくるということを、ぜ

ひ研究として入れてほしい。 

○永山委員 （エ）では、センターで、こういう非常に複雑な背景を持っていらっし

ゃる患者さんにどうアプローチするかというふうに読めますので、東京都の「治し

支える医療」をどうつくっていくのかについて、この最後の２行だけだと読み取り

にくいかなと思いますけれども。 

○矢﨑分科会長 よろしいですか。健康長寿医療センターとしては、得意な分野で評

価してもらいたいという気持ちが非常に強いと思うんですが、やはり独立行政法人

の使命として、高齢者医療全体に関して、そういう視点からもやっていただく使命

があるんだということで、ぜひそれを加えていただければと思います。センターと

しては、自分の得意なところを伸ばしたいという気持ちは十分わかりますけどね。 

 モデルをつくってほしいというね。広報活動も。 

  それでは、今後のスケジュールをお願いします。 

○高齢社会対策部施設計画担当課長 資料６、Ａ４横のペーパーでございます。まず、

６月に入りまして、６月３０日の１０時から予定されておりますけど、健康長寿医

療センターで、第二期中期目標期間終了時における組織・業務全般の検討、中期目

標の意見聴取ということで、全体会の中でご意見を頂戴することになっております。

あわせて、健康長寿医療センターの視察もスケジュールに組まれているところでご

ざいます。 

  その後、７月になりまして、２８年度の業務実績評価について、この第２回、第

３回の分科会でご意見を頂戴することになっております。そして第３回の分科会の

中で評価の決定という段取りをしています。それに先立ちまして、私どもと藍先生

と大橋先生とでワーキンググループをやらせていただきまして、事務局案をつくら

せていただく予定です。 

  また、第４回の分科会で、今回の中期目標を指示した後、法人が中期計画を作成

しますので、中期計画について議論をいただくということになっております。 
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  また、年度末に、３０年度の、翌年度の年度計画ということで、先ほどの中期計

画などを踏まえた年度計画の報告がございます。 

  また、近くなりましたらご案内をさせていただくことになっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○矢﨑分科会長 それでは、今後のスケジュールで進めていきたいと思います。 

  本日は、長時間にわたり、熱心にご議論いただきましてありがとうございました。 


